重　要　事　項　説　明　書・同　意　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成日　令和7年　　月　　日　

　１．事業主体概要

	事業主体名
	新　　光　　会

	法人の種類
	社　会　福　祉　法　人

	代表者名
	船橋　雄

	所在地
	福岡県飯塚市勢田１１９－１４

                 TEL09496-6-2001

	法人の理念
	多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して、総合的に提供さ

れるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的としている。

	他の介護保険関連の事業
	通所介護事業所



	他の介護保険関連以外の事業
	障害者支援施設



　２．ホームの概要

	ホーム名
	グループホーム　ふるさと

	ホームの目的
	認知症対応型共同生活介護及び予防介護(以下「グループホーム」という。) が行う認知症対応型共同生活介護及び予防介護の事業 (以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護従業員が、認知症の要介護者に対し、適切な認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。

	ホームの運営方針
	1 グループホームの介護従業者は、比較的安定した状態にある認知症の要介護者に対し、共同生活を行う居住において、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

2 事業の実施に当たっては、飯塚市、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

	ホームの責任者
	西　原　か　を　り

	開設年月日
	平成22年４月１日

	保険事業者指定番号
	４０９１８００２１１

	所在地、電話・FAX番号
	福岡県飯塚市綱分870-26

電話番号：0948-31-1330

ＦＡＸ　：0948-31-1331

	交通の便
	仁保交差点より嘉麻市方面へ車で約5分

飯塚市役所庄内支所を左折　直進500ｍ

	敷地・建物概要　　　　

(権利関係)
	敷地面積　405.75㎡　建物面積　231.86㎡

新光会所有地


	建物概要　(権利関係)
	　構造：　木造二階建て(一階のみ使用)　　　



	居室の概要
	完全個室　(面積：12．43㎡　　　収納：1．37㎡)

全室冷暖房



	共用施設の概要
	玄関ホール　　　食堂・台所　　　　居間　　　　洗面所
浴室　　　　　　冷暖房設備

トイレ2つ(うち１つ車椅子対応)　　　

	緊急対応方法
	協力医療機関、　119番通報

	防犯防災設備

避難設備等の概要
	消火器、自動火災報知設備、火災通報装置、誘導灯
スプリンクラー完備

	損害賠償責任保険加入先
	あいおい損害保険株式会社


３．職員体制
	職員の職種
	員数
	常勤
	非常勤
	保有資格
	研修会受講等内容

	
	
	専従
	兼務
	専従
	兼務
	
	

	施設長・管理者
	１人
	
	１人
	
	
	介護福祉士

防火管理者
	認知症介護実務者研修基礎課程・管理者課程

	計画作成担当者
	１人
	
	1人
	
	
	介護支援専門員
介護福祉士
社会福祉士
	認知症介護実務者研修基礎課程

	看　護　師
	1人
	
	
	1人
	
	正看護師1名

	

	介護従業者


	9人
	2人
	
	7人
	
	介護福祉士3名
准看護師2名
訪問介護員
（2級、3級）
	介護保険法1，2級課程
普通救命講習


４．勤務体制
	昼間の体制
	　早出　8：00～17：00　　日勤　9：00～18：00　　遅出　10：00～19：00　　　
遅出1　10：00～15：00　　遅出3　15：00～19：00
　　＊介護従業者は、利用者の数が３又は、その端数を増やすごとに1以上とする。

	夜間の体制
	　夜勤　17：00～翌10：00　＊夜勤及び深夜の時間帯を通じて1以上とする。


５．利用定員
	利用者数
	１ユニット当たり定員　9人、　(ユニット数：１ユニット)　　総定員　９名


６．ホーム利用にあたっての留意点

	面会
	家族の面会は自由です。ご家族以外の方の面会は、ご本人かご家族が希望されれば

出来ます。その際は、どのような関係かお伺いすることがございますので、ご了承下さい。

	外出・外泊
	行き先・帰宅時間を職員に申し出てください。

基本的に家族同伴でお願いします。

	飲酒・喫煙
	喫煙は決められた場所でお願いします。

飲酒は職員預かりで飲むことができます。

	所持品管理
	原則個人管理となります。(必ず記名をお願いします。)

盗難・紛失等については責任を負いかねます。

寝具関係、衣類や身の回りの物は使い慣れたものをご持参ください。

	現金などの管理
	入所者のお小遣い(所持金)は基本的にホームにてお預かり致します。

その他の現金は自己管理となります。

なお、毎月利用者及び利用者代理人に使途及び残高を確認して頂きます。

	動物飼育
	ホーム内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

	健康管理
	通院時の同伴は原則としてご家族にお願い致します。　　　　　　

入院の際は１ヶ月間居室を確保しますが１ヶ月を過ぎると退居となります。

	
	


７．サービス及び利用料等

	保険給付サービス
	食事・排泄・入浴・着替えの介助等の日常生活の世話、日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談・援助等

上記については包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定められた金額(省令により変動あり)が自己負担となります。

	保険対象外サービス
	各個人の利用に応じて自己負担となります。

	居室の提供(家賃)
	１,１５０円／日

	食事の提供
	１,０８０円／日（1食３６０円）朝・昼・夕　提供
欠食につきましては、前日までに、申し出て下さい。

	水光熱費
	４８０円／日

	個人消耗品の費用
	おむつ代、理美容代、嗜好品、通院医療費、交通費等個人負担で使用したことについては実費精算で自己負担となります。

	その他
	家賃は外泊・入院されましても１ヶ月分のお支払いとなります。


　
認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

	要支援2
	介護1
	介護2
	介護3
	介護4
	介護５

	761単位／日
	765単位／日
	801単位／日
	824単位／日
	841単位／日
	859単位／日


　　　　
＊サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　6単位／日　
＊初期加算　　30単位　
①入所日から30日以内の期間に限り1日につき30単位加算する
　　　　　　　　　　　 ②医療機関に1ヶ月以上入院した後、退院して再入居する場合も
　　　　　　　　　　　　　初期加算を算定する（平成30年4月1日開始）

＊口腔衛生管理体制加算　30単位／月　　　　　（平成30年4月1日開始）
＊口腔・栄養スクリーニング加算　　20単位（回）6か月に1回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和3年4月1日開始）
＊利用者の入院期間中の体制　　　　246単／日　1月に6日を限度

＊若年性認知症利用者受入加算　　　120単位／日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和3年7月1日開始）
＊看取り介護加算　　　死亡日45日前～31日前　　72単位／日
　　　　　　　　　　　死亡日30日前～ 4日前   144単位／日
　　　　　　　　　　　死亡日前々日～前日　　　 680単位／日
                      死亡日　　　　　　　　　1280単位／日
（令和4年2月1日開始）
＊医療連携体制加算（Ⅰ）ハ　　37単位／日　　（令和6年4月1日点数改定）
　　　（当施設職員（正看護師）との24時間連絡体制確保）

＊協力医療機関連携加算　　　　40単位／月　　（令和6年4月1日開始）
＊退居時情報提供加算　　　　　250単位／回　 （令和6年4月1日開始）
＊高齢者施設等感染対策向上加算　10単位／月　（令和6年4月1日開始）
　　　　
　　　　＊処遇改善加算Ⅱ　　　所定単位数に17.8％を乗じた単位数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和7年4月１日開始）

＊1単位＝10.14円

　　
　
長期入院時について

１ケ月間は居室の確保を致します。その後に関しては、管理者との協議の上決定致します。なおこの１ヶ月間の家賃に関しては全額のお支払をお願い致します。
　８．協力医療機関

	協力医療機関名
	医療法人　広瀬医院

	診療科目
	内　科

	協力医師
	氏名　：　広瀬　　憲治

	協力医療機関名
	医療法人　康和会　アイ歯科医院

	診療科目
	歯　科

	協力医師
	氏名　：　柴田　美恵子


９．苦情相談機関　　　　　　
	当ホーム苦情相談窓口
	担当者：　西原　かをり　　(管理者兼介護従業者)

電話　：　0948-31-1330（対応時間　9：00～17：00）

	公的機関
	1  飯塚市福祉部高齢介護課　　0948-22-5500（代表）

②　国保連(国民健康保険団体連合会)

電話　：　092-642-7800（対応時間　9：00～17：00）　


苦情処理の体制
　・苦情相談があった場合は、ただちに相談担当者が本人又は、家族に連絡を取り、詳しく事情を聴くとともに介護担当者からも事情を確認する。
・相談担当者が、必要があると判断した場合は、職員と共に検討会議を行う。検討会議を行わない場合も、必ず処理結果報告書に記録を残す。
・苦情相談内容については、相談担当者が所定の様式によって記録し、その対応内容、結果を追記して保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。
・結果については、利用者又は家族に報告する。

１０．契約

　　　　ご本人、ご家族とグループホームの間で入居契約を結びます。この際には身元引受人1名

　　　　(利用者代理人が兼ねてもよい)の方に原則として同席の上署名捺印して頂きます。
１１．退去について　　　
　　　①　利用者が退去する場合は、一ヶ月前に申し出てください。

　　　②　退去時の粗大ごみ、持参された物品等の処理についての諸経費は、ご家族の負担とさせて頂きます。
１２．サービス提供の記録について
　　　　介護サービスの計画及び利用者に対するサービス提供の記録については、保存期間を
5年とする。
１３．第三者評価（外部評価）
グループホームのサービスの質の向上を目指し、利用者と家族の安心を図り、今後利用する人たちが選択する際の客観的な情報源となる。2年に1回、外部評価機関による評価を受審する
1 外部評価実施日　令和6年2月28日　評価結果確定日　令和6年3月28日
2 評価機関の名称　　　　　　　（株）アーバンマトリックス
3 評価結果の開示状況　　　　　玄関に開示している。
１４．事故発生時の対応
　①最善の処置
　　　事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急処置を行います。引き続き、
看護職員を呼び、最善な処置を施していきます
　②管理者（施設長）への報告
　　　速やかに管理者（施設長）へ報告し施設で対応出来ない場合は、協力医療機関や救急病院へ搬送し医師の指示を得る
　　 ③利用者及び家族への説明等
       　　 処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や家族等に誠意を持って説明し、家族の　　申し出については、事故の状況・処置・今後の対応等について対応します。　　　
 　　　  委員会の審議の結果、施設側の過誤が明らかな場合、施設側は謝罪します。　
④利用者及び家族への損害賠償
　　　　　　事故により施設が賠償責任を負った場合は、施設賠償保険・AIU保険の損害保険により　利用者及び家族に補償します。
      　 ⑤事故記録と報告
　　　　　　利用者への処置・対応が一通り完了した後、できるだけ早く事故報告書を作成します。
　　　　　　事故当事者は、事故概要を「事故報告書」に記載します。又管理者は、事故発生日より
3日以内に飯塚市役所福祉部高齢介護課　事業所係に所定の「事故報告書」を提出する。

令和　　　年　　　月　　　日

認知症対応型共同生活介護及び介護予防サービスの開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項の説明を行いました。

〈事業者〉

　　　　　住所　　　　　　　福岡県飯塚市綱分870－26　　　　　　　　

　　　　　事業所　　　　　　グループホーム　ふるさと　　　　　　　　　　

〈説明者〉

　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　　　私は、本書面に基づいて事業者から重要な事項の説明を受け、認知症対応型共同生活介護

　　　及び介護サービスの提供開始に同意しました。

　

〈利用者〉

　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

〈利用者代理人〉

　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

〈身元引受人〉

　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
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